
直：妻〕ノ
桜ケ丘自治会館運営規定

この規定は桜ケ丘自治会館（以下「自治会館」という）の管理運用に関し必要な事項

を定め、この規定に基づいて運営するものとする。

／平成24年4　月　7　日

ノダ　　／ 桜　ケ　丘町内会

（名称）

第1条　本規定は、桜ケ丘膏治会館運営規定と称する。

（目的）

第2条　自治会館は、地域社会発展に寄与することを目的とし、町内会員の福祉増進と

相互の親睦扶助を図るための公共施設として設置されたものであり、本規定はそ

の管理運用について定め、その円滑な運営を図ることを目的上する。

（管理者）

第3条　自治会館ゐ管理運用は町内会総務がこれを行い、必要に応じ次の業務にあたる

非常馬主管理者をおくこととする。

（1）自治会館鍵の貸出および保管

（2）自治会館の防火、補修等の管理

（任務）

第4条　第2条の目的を達成するため、管理責任者は下記の任務を行う。

（1）自治会館の使用計画策定と調垂、鍵の管理

（2）自治会館使用料の改定、使用料の徴収

（3）自治会館の設備、備品の保守維持管理

（4）自治会鹿使用者会議の開催

（5）その他自治会館運営に関する情報の発信

（使用申請）

第5条　自治会館は町内会会員の公共施設であり、その使用申請等は、次の各号に掲げ

るとおりとする。

（1）自治会館は町内会会員が必要に応じ使用できるものとし、町内会会員以外の者

が使用する場合は管理責任者の承認、使用許可を必要とする。

（2）使用にあたっては、町内会役員および機関委員の定期的・臨時的使用、行政か

らの要請などの公的使用を優先する。

（3）自治会館内事務室の使用は、町内会事務所としての役割・機能を有するため町

内会活動を妨げない範囲で調整し、町内会会員の使用にも配慮するものとする。
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（4）自治会館内の和室、ホールの使用は、事前申請に基づき町内会会員に限り使用

できるものとする。

（5）定期的に使用する同好会及び団体においては、当該年度申請の使用日程に変更

なき場合は、新たな申請は不要とする。

（6）新たに自治会館の使用を希望し申請するものは、自治会館入口の「自治会館使

用詳細一覧表」を確認のうえ、日時・部屋・使用日的・人数t代表者名および

代表者連絡先を別紙「自治会館使用申請書」に記載し、使用開始日の7日前ま

でに、管理責任者に申請し承認を得るものとする。

（7）自治会館使用の取消および変更をしようとする場合は、事前に管理責任者に

届け出るものとする。

（使用日時）

第6条　自治会館の使用日時は、下記のとおりとする。

（1）自治会館の使用時間帯は、日曜日を除き、午前9時00分から午後5時00分

までとし、使用目的に応じ午後10時00分までの延長を認めることがある。

町内会役員・機関委員および例外的な使用の場合は、この限りではない。

（2）自治会館休館日については、その都度町内会総務から文書で通知するものとす

る。

（使用料）

第7条　自治会館の使用料は下記のとおりとし、毎年6月に徴収する。

（1）同好会使用料（同好会は使用料および使用登録料が必要）

・1同好舎当たりの使用料は、一年間の使用時間を基準に算出

ただし、中東年度の6月を基準月とし、休館日等を考慮し、10ケ月とする。

tl同好会　　　　　　　　1時間あたり　100円

′　　　　（年間使用料＝基準月使用時間XlO0円×10ケ月分）

（2）同好会年間使用登録料（年度申請時、新規登録時に必要）

・町内会会員　　　　　　　1会員　　　　300円

・町内会外会員　　　　　　1会員　　3，000円

・■・1同好会あたりの年会費＝（使用時間×100円×10ケ月分）

＋＝300円×町内会会員数）＋（3，000円×町内会外会員数）I

（3）町内会会員の個人　　　　1時間あたり　200円

（4）その他の使用　　　　使用目的に応じ役員会にて決定

（設備、備品保全）

第8条　自治会館内の設備、備品等の取扱いは、次に掲げるとおりとする。

（1）自治会館内の設備、備品等の使用にあたっては、留意事項を遵守し丁寧に取り

扱うよう努めるものとする。

（2）万一自治会館内の設備、備品等を破損等させた場合は、速やかに管理責任者に
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報告し、破損等の補修費用は当該使用者が負担するものとする。

（3）自治会館内の備品及び他の団体の備品等は、許可なく無断使用することは厳禁

とする。

（鍵の取扱い）－

第9条　自治会館の開閉に伴う鍵の取扱いは、次に掲げるとおりとする。

（1）自治会館を開閉する鍵は、管理責任者および非常駐管理者が管理する。

／（2）自治考館を使崩する場合は、最初の使用者が非常駐管理者から鍵を受取り、後

線の虔用者に引き継ぐものとす声。

なお、継続する使点者がない場合は、非常駐管理者に返却する。

（3）最後め使用者は‘自治会館の最終使用者となり、その責任を負うものとする。

最終使用者ち使痢畝会館内の戸緬まり、電源ブレーカーの切断、ガス元栓の

r閉」の点検鹿認をし、施錠後鍵を非営駐管理者に返却するものとする。

なお、点検終了後別紙の「桜ケ丘自治会館点検表」を作成し、非常駐管理者に

提出し、非常駐管理者は適宜総務に提出するものとする。

（4）鍵の受取りは、使用日当日の午前9時00分～午前10時00分までの尚とす

る。なお、自治会館使用者が早朝より使用する場合は、鍵は前夜に非常駐管理

者から予め受け取るものとする。

（使用者会議）

第10条　管理責任者は、全同好会・団体を対象にr会館定例使用者会軌を繭催する。

（1）各同好会および団体の代表者は、毎年6月に開催される「自治会館定例使用者

会議」に出席するものとする。

（2）同好会会員名簿（別鮒の提出および自治会館嘩掃射の徴収は∴当該会議開催

時に行う。

（同好会）

第11条　各同好会会員の留意事項は、次のとおりとする。

（1）各同好会の定員は、少なくても5名以上とする0ただし・現状それを満たさな

い場合は会員の増員に努めるものとする。

（2）各同好会の会員は、相互の融和協調を図り、楽しいサークルとなるよう努める

ものとする。

（3）町内会から要請のあった会議等には出席するものとする。

（その他）

第12条　自治会虚を使用するにあたり、使用者は下記事項を遵守するものとする0

（1）自治会館使用時に生じたゴミは、全て使用者が持ち帰るものとする0

（2）自治会館に保管されているゴミ袋は、使用しない。

（3）業者による出前食事をした場合の食器類は、会館使用終了までに業者引取り

を完了させるものとする。
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（4）自治会館内は、全面禁煙とする。

（5）自治会館設置の電話を使用した場合は、使用者は料金箱に所定料金を入れる。

（6）自治会館の清掃は、別紙「桜ケ丘会館各室tトイレ清掃のお願い」（分担表）

に基づき実施するものとする。

この自治会館運営規定は平成24年4月7日より実施する。


